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     議事日程 第４号 

 令和６年６月７日（金曜日）       午前１０時００分  開議 

  第 １ 会議録署名議員の指名 

  第 ２ 同意第 １号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

  第 ３ 同意第 ２号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

  第 ４ 同意第 ３号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

  第 ５ 同意第 ４号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

  第 ６ 同意第 ５号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

  第 ７ 同意第 ６号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

  第 ８ 同意第 ７号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

  第 ９ 同意第 ８号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

  第１０ 同意第 ９号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 
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  第１１ 議案第１０号 令和６年度南三陸町一般会計補正予算（第１号） 

  第１２ 議案第１１号 令和６年度南三陸町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

  第１３ 発議第 １号 地方自治法第１８０条第１項の規定による町長の専決処分指定事項 

             の一部改正について 

  第１４ 議員派遣について 

                                            

     本日の会議に付した事件 

  日程第１から日程第１４まで 
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     午前１０時００分  開議 

○議長（星 喜美男君） おはようございます。 

  本日も円滑な議会運営によろしく御協力くださいますようお願い申し上げます。 

  ただいまの出席議員数は13人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（星 喜美男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、議長において９番村岡賢一君、10番今

野雄紀君を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                            

     日程第 ２ 同意第 １号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

     日程第 ３ 同意第 ２号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

     日程第 ４ 同意第 ３号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

     日程第 ５ 同意第 ４号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

     日程第 ６ 同意第 ５号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

     日程第 ７ 同意第 ６号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

     日程第 ８ 同意第 ７号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

     日程第 ９ 同意第 ８号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

     日程第１０ 同意第 ９号 南三陸町農業委員会の委員の任命について 

○議長（星 喜美男君） ここで阿部司君が退席をいたします。阿部司君。 

     〔２番 阿部 司君 退席〕 

  日程第２、同意第１号南三陸町農業委員会の委員の任命についてから日程第10、同意第９号

南三陸町農業委員会の委員の任命についてまで。 

  お諮りいたします。以上９案は関連がありますので、一括議題としたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 御異議なしと認めます。よって、本９案は一括議題とすることに決定

いたしました。 



 ２１０ 

  なお、討論、採決は１案ごとに行います。 

  提出者の説明を求めます。佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま一括上程されました、その前に、おはようございます。 

  ただいま一括上程されました同意第１号から同意第９号までの９件、南三陸町農業委員会の

委員の任命について御説明申し上げます。 

  本件は、現在の農業委員会委員の任期が、本年７月19日をもって満了することから、本年７

月20日からの３年を任期として佐藤茜氏、阿部高裕氏、山内勇喜氏、阿部あい子氏、阿部勝

吉氏、鈴木麻友氏、菅原博文氏、阿部博之氏、遠藤重幸氏、以上９名を農業委員会委員とし

て任命したいため、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求

めるものであります。 

  細部につきましては担当課長から御説明を申し上げますので、よろしく御審議の上、御同意

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。農林水産課長。 

○農林水産課長（遠藤和美君） おはようございます。 

  それでは、同意第１号から第９号まで農業委員会の委員の任命について細部説明をさせてい

ただきます。 

  議案書21ページから29ページまで、議案関係参考資料は38ページから47ページとなります。 

  それでは、議案関係参考資料の38ページを御参照願います。 

  現在の農業委員会委員の任期は令和６年７月19日までとなっておりまして、今回改正に当た

って、委員定数９名に対し推薦があったのが９名でございます。表の記載の方々ですが、男

性が６名、女性が３名、それから備考記載のとおり、新規の方が３名、継続の方が６名とい

うことになっております。 

  また、９名のうち、認定農業者の方が３名、認定農業者に準ずる方として１名、利害関係を

有しない方が１名となっており、法律の規定においては、委員のうち、認定農業者を過半数

とする要件となっておりますが、町内の認定農業者の数が少ないことから、例外規定を適用

するものであります。 

  具体的には、農業委員会の区域内の認定農業者の数が、委員定数の30を乗じて得た数を下回

る場合において、委員の少なくとも４分の１を認定農業者等または認定農業者に準ずる者と

することで、要件を満たすものであります。 

  現在の委員定数は９名、認定農業者の数は30名、委員定数に30を乗じた数は270名となり、
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認定農業者の人数が、この270名を下回ることから、現在推薦をいただいている認定農業者の

方３名、認定農業者に準ずる方１名、計４名とするものであります。 

  なお、任期は令和６年７月20日から令和９年７月19日までとなっております。 

  以上、細部説明とさせていただきますので、よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願

いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

質疑は一括して行います。今野雄紀君。 

○10番（今野雄紀君） ちょっと今、課長の説明で確認したいことがあったので伺いたいと思い

ます。 

  本来ならもう少し農業認定者が定数の割合に届かなければいけなかったというそういう説明

だったんですけれども、特例というんですか。それで、この人数で大丈夫だというそういう

説明でした。 

  そこで伺いたいのは、先ほど何か、何ぼ掛ける何ぼで二百何人とかというそういう説明あっ

たんですけれども、現在町の農業認定者というのは、先ほど言った30名でいいのか、30名以

上か以下なのか、その辺伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（遠藤和美君） 町内の認定農業者の数は30名でございます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○10番（今野雄紀君） それで再度伺いたいんですけれども、その30名の中で、どうしても、何

というんですか、こういった役に当たっていただけなかったということでこの人数なんでし

ょうけれども、本来の規定の人数に届かなかったこの理由というんですか、原因というか、

多分成り手があれだったんでしょうけれども、そこのところを簡単にでよろしいですので説

明願います。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（遠藤和美君） 今般御推薦いただいた９名の方々も同じなんですが、やはり本

来の農業、畜産業、そういう本来のなりわいを皆さんも一生懸命やられておりますので、こ

の農業委員会という活動に応募するというのが困難な方もいらっしゃるんだろうというとこ

ろでございます。今回は基本的には応募ではなくて、皆さん推薦ということですので、なか

なか自らというのは、本業が忙しい部分もあるんだろうなというところは推測しております。 

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。(「なし」の声あり) 
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  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  初めに、同意第１号の討論に入ります。(「なし」の声あり) 

  なければこれをもって討論を終結いたします。 

  これより同意第１号を採決いたします。 

  本案はこれに同意することに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決定いたしま

した。 

  次に、同意第２号の討論に入ります。(「なし」の声あり) 

  なければこれをもって討論を終結いたします。 

  これより同意第２号を採決いたします。 

  本案はこれに同意することに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決定いたしま

した。 

  次に、同意第３号の討論に入ります。(「なし」の声あり) 

  なければこれをもって討論を終結いたします。 

  これより同意第３号を採決いたします。 

  本案はこれに同意することに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決定いたしま

した。 

  次に、同意第４号の討論に入ります。(「なし」の声あり) 

  なければこれをもって討論を終結いたします。 

  これより同意第４号を採決いたします。 

  本案はこれに同意することに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決定いたしま

した。 

  次に、同意第５号の討論に入ります。(「なし」の声あり) 
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  なければこれをもって討論を終結いたします。 

  これより同意第５号を採決いたします。 

  本案はこれに同意することに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決定いたしま

した。 

  次に、同意第６号の討論に入ります。(「なし」の声あり) 

  なければこれをもって討論を終結いたします。 

  これより同意第６号を採決いたします。 

  本案はこれに同意することに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決定いたしま

した。 

  次に、同意第７号の討論に入ります。(「なし」の声あり) 

  なければこれをもって討論を終結いたします。 

  これより同意第７号を採決いたします。 

  本案はこれに同意することに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決定いたしま

した。 

  次に、同意第８号の討論に入ります。(「なし」の声あり) 

  なければこれをもって討論を終結いたします。 

  これより同意第８号を採決いたします。 

  本案はこれに同意することに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決定いたしま

した。 

  次に、同意第９号の討論に入ります。(「なし」の声あり) 

  なければこれをもって討論を終結いたします。 

  これより同意第９号を採決いたします。 
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  本案はこれに同意することに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決定いたしま

した。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

     午前１０時１１分  休憩 

                                            

     午前１０時１１分  再開 

○議長（星 喜美男君） 再開いたします。 

  阿部司君が着席しております。 

                                            

     日程第１１ 議案第１０号 令和６年度南三陸町一般会計補正予算（第１号） 

○議長（星 喜美男君） 日程第11、議案第10号令和６年度南三陸町一般会計補正予算（第１号）

についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第10号令和６年度南三陸町一般会計補正予

算の概要について御説明申し上げます。 

  今補正につきましては、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し行う事業の所要

額のほか、東日本大震災復興交付金返還金、４月１日付人事異動に伴う人件費の整理、調整

等を行うものであります。 

  細部につきましては財政担当課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議の上、御決

定賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（千葉 啓君） おはようございます。 

  それでは、議案第10号令和６年度南三陸町一般会計補正予算（第１号）の細部説明を申し上

げます。 

  補正予算書の２ページをお開き願います。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億4,816万9,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ118億4,116万9,000円とするものでございます。 

  次に、３ページからの第１表歳入歳出予算補正について、款ごとの構成比を申し上げます。 
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  まず、歳入でございます。 

  １款町税11.3％、10款地方特例交付金0.5％、15款国庫支出金14.4％、16款県支出金5.8％、

19款繰入金10.8％、21款諸収入が1.7％、補正されなかった款項に係る額が55.5％となってお

ります。 

  次に、４ページの歳出の構成比を申し上げます。 

  １款議会費0.9％、２款総務費21.1％、３款民生費20.0％、４款衛生費10.4％、５款農林水

産業費8.9％、６款商工費3.0％、７款土木費6.9％。 

  ５ページをお開き願います。 

  ９款教育費12.3％、12款予備費0.4％、補正されなかった款項に係る額が16.1％となってお

ります。 

  次に６ページ、第２表債務負担行為補正の追加でございます。 

  １点目は、固定資産税土地評価等業務は、標準宅地の時点修正及び路線価の評定等に係る業

務を今年度から令和８年度まで、債務負担を設定するものでございます。 

  ２点目が、今年１月から３月にかけての暴風波浪被害に対する水産業災害対策資金利子補給

として、今年度から令和13年までの期間で、水産業災害対策資金貸付金に係る利子のうち、

1.65％に相当する額を限度額として債務負担を設定するものでございます。 

  続いて、予算の詳細を御説明いたします。 

  10ページをお開き願います。 

  まず、歳入でございます。 

  １款町税１項町民税１目個人の補正額4,224万円につきましては、定額減税により納税者及

び扶養１人につき１万円の減税による減額でございます。 

  その下、10款地方特例交付金１項地方特例交付金１目地方特例交付金4,224万円は、１款町

税で説明いたしました定額減税に伴う減収分同額の補塡でございます。 

  次に、15款国庫支出金２項国庫支出金１目総務費国庫補助金３億3,560万円は、物価高騰対

応重点支援地方創生臨時交付金であります。詳細は歳出において説明いたしますが、今回の

交付金を活用し、住民税非課税世帯及び均等割のみの世帯等に対する支援に充当を予定して

おります。 

  同じく15款２目の民生費国庫補助金、補正額242万円につきましては、児童手当拡充に伴う

システム改修への100％補助でございます。 

  次に、16款県支出金２項県補助金１目総務費県補助金60万円につきましては、移住支援事業
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補助金として、今後申請が見込まれる２名分の補助事業補助金でございます。 

  11ページを御覧願います。 

  19款繰入金２項基金繰入金８目財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正に係る各種

事業に、町の財政調整基金から9,000万円を加えて事業を進めるものでございます。 

  21款諸収入４項雑入２目雑入の１節総務費雑入のコミュニティ助成事業助成金につきまして

は、今年度決定額であり、同額を歳出予算計上しております。 

  その下、町村地域活性化推進等助成金につきましては、今年度交付見込額として高校魅力化

推進事業に充当するものであります。 

  同じくデジタル基盤改革支援補助金1,689万9,000円につきましては、システム標準化に係る

補助金が100％補助となったため、補助上限引上げに伴う補正でございます。 

  ８節教育費雑入の35万円につきましては、ＪＡ体験学習支援金として、町内小中学校７校に

対し、１校当たり５万円の体験学習支援金でございます。 

  次に、12ページをお開き願います。 

  歳出でございます。 

  町長、冒頭申し上げましたとおり、今回の補正予算につきましては、各科目に共通して４月

の人事異動に伴う人件費関連の予算調整を行っておりますので、あらかじめ御了承をお願い

いたします。 

  それでは、科目別に説明いたします。 

  13ページの２款総務費１項総務管理費５目財産管理費8,359万9,000円の補正につきましては、

財産処分に係る返還が約980万円、過年度復興交付金実績報告に伴う返還が約7,380万円でご

ざいます。 

  12目まちづくり推進費の補正額130万円は、歳入の雑入に計上しておりますコミュニティ助

成事業助成金で、名足集会所会議テーブル等備品整備に係る助成金でございます。 

  その下、最下段の14目地方創生推進費19節扶助費80万円が、歳入の県補助金で説明いたしま

した今後２名分の執行見込みに対する支援金でございます。 

  続いて、16ページをお開き願います。 

  ３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費19節扶助費３億2,500万円が、歳入の国庫補

助金で説明いたしました物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした住民税非課

税世帯に対する支援金でございます。内訳につきましては、新たな住民税非課税世帯、また

は均等割世帯に対する給付が10万円の450世帯で4,500万円。定額減税の対象とならなかった
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対象者7,000人へ４万円を給付するもので、支給額が２億8,000万円でございます。 

  続いて17ページ、同じく２項児童福祉費１目児童福祉総務費の19節扶助費215万円の補正に

つきましては、低所得世帯こども加算給付金として、対象となる新たな住民税非課税または

均等割世帯に対する給付金５万円を43人に給付するものでございます。 

  次に、18ページをお開き願います。 

  ４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費、最下段の12節委託料77万円の補正につきま

しては、予防接種に係る健康管理システムを４種混合から５種混合へ変更に伴う改修経費を

計上するものでございます。 

  続きまして19ページ、５款農林水産業費１項農業費５目農業農村整備費14節工事請負費、補

正額350万円の内訳につきましては、水口沢地区農業用水路、坂の貝川頭首工、田表地区格納

庫、雲南前頭首工、堆積土砂撤去に伴う計４か所の農業用施設等整備工事を行うものでござ

います。 

  少し飛びます。続いて、23ページをお開き願います。 

  ９款教育費１項教育総務費２目事務局費13節使用料及び賃借料、補正額200万円につきまし

ては、教師用パソコンデータ保存をクラウド型、いわゆる外づけのハードディスクではなく、

ネットワークを通じて文書を保存するものでございます。これに変更するための使用料を計

上するものでございます。 

  24ページをお開き願います。 

  ９款２項小学校費及び３項中学校費に記載のあります10節需用費につきましては、歳入の雑

入で説明いたしましたが、ＪＡ体験学習支援事業費を主な財源として、各校において体験学

習に係る消耗品を購入するものでございます。 

  以上、細部説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

  質疑は歳入歳出一括で行います。 

  なお、質疑に際しては、ページ数をお示しの上、簡潔に行ってください。今野雄紀君。 

○10番（今野雄紀君） じゃあ２点ほど伺いたいと思います。 

  ちょっとページ数いっぱいであれなんですけれども、町長の説明にもあったように、人事異

動による人件費の何ていうんですか、調整ということだったんですが、そこで伺いたいのは、

昨今、町のこの職員の方が結構退社しているということも聞いてます。そこで伺いたいのは、

定年前に、昨年度というか、何人ぐらい退社されたのか、そしてあと、昨日まで後ろにいま
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したけれども、今年度の採用した人数、そこのところをもし伺えればと思います。 

  あともう１点は、ページ数21ページに土木費があるんですけれども、ただ、土木にあまり関

係ない、どちらかというと都市計画、取りあえず引っかけるような形なんですが、昨日の工

事変更契約で平磯線のあれが出ましたけれども、本来ならそこで私聞きたかったんですが、

今聞かさせていただきたいと思います。開通予定の道路なんですけれども、それが開通する

と、多分海に向かう、皆さん海に向かうと思うんですけれども、そのときに役場の手前、リ

ッチーさんのところで上がって、はまゆりのほうに行くと思われます。そこで、テニスコー

トから海水浴場まで行く間の、例えば花壇であったり、そういったところが、現在は何かあ

まり管理されてないような形になってて、住民の方からも何人かからなんですが、あのテニ

スコートの横の花壇取っ払ったほうがいいんでないのかってそういうことを結構聞きますの

で、多分朝晩散歩していると思われる方なんですが、そういったことで伺いたいのは、あそ

このところを７月１日までにそれなりに管理できるかどうか、そこを伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長（千葉 啓君） 御質問の昨年度、定年前に退職された人数につきましては５名でご

ざいます。この４月１日付で採用に関しましては15名でございます。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（及川幸弘君） 町道のほうの管理ということでございますが、毎年海開き前には清

掃といいますか、一定程度除草等をやっております。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○10番（今野雄紀君） 海開き前という、そういう、最初人事のほうから。人事のほうは、その

人数で分かりました。 

  あと、道路のほうなんですけれども、海開き前に管理するということなんですけれども、そ

こで、今までだとあまりあそこの方向から海に行く方々は少ないと思われるんですけれども、

今回平磯線が開通することによって、多分海に向かう方たちもあそこの道路を通るのが多く

なると私は予想というか想定しているんですけれども、その際に、やはり常時というか、普

通年度通してすっきりと管理する必要があると思われますが、そこのところを再度伺いたい

と思います。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（及川幸弘君） まさに年度通してきれいに管理するというのは理想ではございます

が、延長とか事業費であったりということもございますので、できる限り環境美化に努めて
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まいりたいと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○10番（今野雄紀君） たまたま今月の５日が環境の日で、今も環境月間という、そういう月を

迎えているわけですけれども、そこで伺いたいのは、私以前、記憶にあるかどうか分からな

いんですけれども、公園管理課とか環境管理課みたいな形で、建設課さんの管理じゃなくて、

全体的な何ていうんですか、例えば観光の町としてうたっているわけですので、交流人口拡

大の方たちのイメージというんですか、そういったことも大切にする必要があると思われま

すので、そういった管理もする必要があると思いますが、そこのところを伺いたいと思いま

す。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長（千葉 啓君） 議員お話しされた部分に関しましては、必要性は感じているところ

でございますけれども、ただ、現状として、なかなか今冒頭申し上げましたように、職員も

現状ぎりぎりでやっている状況の中で、新しい課をというふうな部分に関しましては、今後

例えば行革等進む中で、人数も採用して、そういった現状のルーチン業務が現状精いっぱい

でやっているというような部分もございますので、そこはちょっと今後工夫しながらという

ふうな部分も踏まえながら、検討はさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） おはようございます。じゃあ３点ほどお伺いします。 

  11ページ、歳入の11ページ、雑入で教育費雑入、ＪＡ体験学習支援金で35万円入っておりま

す。先ほどの課長の説明ですと、７校に５万円ずつ支援しているということなんですけれど

も、ＪＡさんは体験学習ということでこの支援をしていると思うんです。それを歳出を見ま

すと、先ほどの説明の中で消耗品に充てているみたいなんですね。ですから、支援よこした

ほうは体験学習に対して助成してよこしたと私はこの予算書を見てそう感じるんです。そう

した場合、使い道のほうは消耗品でなくて、やはり子供たちが体験するような畑体験とか野

菜体験とか、そういうものに使うべきでなかろうかなと思われますけれども、その内容の消

耗品に使うというその内容を説明願います。 

  それから23ページ、事務局費、教育総務費の中の事務局費、17節の備品購入費15万円とあり

ます。今６月なので、今取らなきゃない。当初で取れなかったのか。そして、それほど急に

必要な今15万円で取っているので、必ず今使わなきゃない備品なのか、この内訳を御説明願

います。 
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  それから次のページ、24ページ、学校管理費の中で、13節使用料及び賃借料、シュレッダー

リース料５万円出ております。これもシュレッダーですから、そう進化するものではないで

すので、学校、小学校のほうなんですけれども、備品として買ったほうがいいのか、これ年

５万円だと思われますけれども、リースで払ったほうが得策なのか、その辺の考え方をお示

し願います。 

  先ほど歳入の体験学習の助成金の中の需用費27万5,000円、消耗品ですね。その中学校費の

11万円消耗費でありますけれども、この内訳についても御説明願います。 

○議長（星 喜美男君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（芳賀洋子君） それでは、歳入11ページのＪＡ体験学習支援金なんです

けれども、この体験学習の中には、生活科、それから総合的な学習の時間ですとか、防災学

習、それからほかの学校行事などに活用するということで、広くＪＡさんのほうから温かい

御支援をいただいて、活用させていただいている支援金でございまして、議員お話しの畑体

験というお話がありましたのでそちらで申し上げますと、畑に何か野菜などの苗を植えたり

とか、あとそれから耕すための道具だったりとか、そういう部分で消耗品として購入させて

いただいていますので、それも子供たちの体験学習というところでなっているということで、

需用費のほうで計上させていただいているところです。これについては毎年いただいており

まして、昨年も同様の扱いとさせていただいておりました。 

  それから、次が23ページですね。23ページの事務局費の備品購入費の15万円の計上について

なんですけれども、総務課長の説明でありました、その上の13節の使用料及び賃借料で、業

務に係るパソコンについてクラウドを導入するということで、そちらの方向で話を進める中

にあって、どうしても容量の関係で写真ですとか、どうしてもデータ容量が大きいものにつ

いては、クラウドのほうに一緒に保存形態にしてしまいますと、使用料が結構大きくなると

いうことで、その写真ですとか容量が大きい部分については、外づけのハードディスクを購

入させていただいて、クラウドとは別に容量の大きいものは外づけのハードディスクを購入

するための費用ということで、そこについては当初は従来どおりのサーバー型の保存という

ことを考えていたんですけれども、クラウドのほうに移行するということで、それに伴って

この備品購入が必要になったということで、当初にはちょっと計上できなかったという事情

があります。 

  それから、その次のページの24ページ、13節のシュレッダーリース料なんですけれども、も

ともとあったものは備品として購入していたものなんですけれども、故障によりまして、新
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年度になってから故障しまして、今使用不能の状態になっておりまして、そこでどうしても

シュレッダーで学校備品として購入するとなりますと、どうしても小さいものというか、あ

んまり容量的に機能がどうしても小さいものになってしまうので、そうするとすぐに連続し

た使用とかができなくなるものが、どうしても学校現場ですとそういう対応をせざるを得な

いものですから、この機会にリースというほうが学校現場にとってもよいのではないかとい

うことで、リースということで計上させていただいております。 

  それから、その下の小学校費にもある、それから中学校費にもある需要費の27万5,000円と

11万円については、各校５万円ずつの支援金ということでいただいているんですけれども、

５万円をちょうどで使うのは難しいということで、5,000円ずつ各校上乗せしておりまして、

中学校費で申しますと５万5,000円の２校分で、11万円ということで計上させていただいてい

るものです。 

  以上です。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） それでは、後ろのほうから行きたいと思います。24ページのシュレッダ

ーの件ですけれども、これは年間５万円のリース代でよろしいですね。年間、月ではなくて

年間。私言いたいのは、費用対効果を考えた場合、買うときは額が大きくても、シュレッダ

ーだから、10年15年は使えると思うんですけれども、そういうこまい話ですけれども、そう

いうことまで費用対効果を考えてしたものなのか。今後この小学校だけでなくて、そうする

と今後もほかの中学校とか、そういうところもリースになる可能性があるのか。例えば単純

計算して、年５万円だと10年で50万円になります。そうすると、50万円で備品で購入したほ

うがいいのかなという気もするんですけれども、今後考えられることは、ほかの学校もそう

いうリースでいくという、今後の見通しとしてね、そういう考えになるわけですけれども、

その辺は今後の見通しはどうなのかということをお伺いします。 

  それから体験学習、その前の23ページの備品購入については、急遽クラウド使用料がそうい

うものになった、外づけのものになったということで、これは分かりました。 

  それから教育費の雑入、７校に５万円ずつということで、体験学習支援金、学校活動にとい

うことを御説明いただきましたけれども、今非常に各学校、町外、県内、県外、体験学習の

子供たちが年間何百人と来ております。私も一度、その体験のところにお手伝いに行った経

験がありますけれども、子供たちが畑に触れて野菜に触れて、都会から来ている人たちなの

で珍しく、土に入って、土を触って、野菜の成り立ちを覚えて体験していきます。そうした
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ことを考えると、やはり当町、この町の小学生、中学生も、そういう体験も必要でないかな

と思われるんですけれども、例えば、例を言えば、田植に行くとか稲刈りに行くとか、そう

いうことも必要性があると思うんですけれども、そういうことを実際やっているのか、今後

の計画の中に体験学習として取り入れていこうとする気持ちがあるのかどうか、その辺をお

伺いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（芳賀洋子君） まず、１点目のリースについての今後の小中学校の見通

しというところなんですけれども、正直言いますと、直せるものは直して使うというところ

がまず基本だと思っていまして、どうしても部品等がもうなくて対応できないというところ

においては購入、それからリースも含めて、その学校事情等も総合的に確認しながら対応し

ていくというところでございまして、今明確に壊れたものはすぐリースに切り替えますとか

そういったものにはなっておりませんで、今回は小学校の１校の部分について、リースの対

応ということでさせていただきたいというところでございます。 

  それから、２点目の体験学習の部分については、ＪＡさんから支援をいただくこの35万円に

ついては、需用費のほうで体験学習に充てたいというところでございまして、そもそもは小

学校、中学校それぞれに、教育振興費の中にそういった体験活動に要する費用も計上してお

りますことから、それを体験学習に充てるというところになっております。そういった体験

学習の内容については、各校それぞれ対応しておりますけれども、海への体験学習でしたり、

それから蚕の学習でしたり、サケの学習でしたりということで、この地域の自然などを生か

したこの地域ならではの体験学習を各小学校、中学校行っているというところでございます。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） ただいまの説明で理解はいたしました。ただ、我が地区は海もあり、山

もあり、畑もありという地域柄ですので、繭、この蚕、戸倉の小学校さんなんかは繭の体験

なども子供たちがやっているようですし、今浜のほうではワカメの体験などもやっているよ

うなので、大事なことです。 

  一つ言いたいのは、お米、米というものの田植から収穫ということも、子供たちにとっては

大切な体験だと思われますので、今後そういうことも組み入れた学習なども行っていただけ

ればなおいいのかなと思われますので、その辺を要望して終わります。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 何点かお伺いしたいと思います。 
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  ページ数６ページ、しけ被害に対しての債務負担行為ということで利子補給があります。利

子ということなので貸せますよと。その分、借りた場合の利子補給をということなんですが、

本当に船を手放して漁業から離れるというような方がいるというお話を聞いています。何と

かもう少し手厚い支援ができないか、今検討していることをお伺いしたいなと思うのが１点

目です。 

  それから２点目、歳入のほうでいいますとページは10ページですし、歳出でいうと16ページ、

民生費になるでしょうか。調整給付金。これ議案第１号じゃないな、専決処分の報告１号で

したか、で定額減税についての税制改正がありますよというようなお話で、定額減税につい

ては国の内容なので、ざっくりと確認したいんですけれども、個人町県民税の所得割から１

万円、それで所得税から３万円、合わせて４万円皆さんから減税しますよと。ただ、４万円

も税金を納めていない方、だから減税できない人は、その分減税できませんから現金を渡し

ますと。その現金が調整給付金というふうな認識でおりますけれども、それでいいですよね

ということを確認したいと思います。 

  それ分が、町内では２億8,000万円ですから、１人当たり４万円ですので7,000人分になりま

すかね。7,000人って大分こう何でしょう、切りのいい数字だなと思うんですけれども、その

辺の算出、どういう根拠でその額が出てきたのか、お伺いしたいと思います。これが２点目

です。 

  それから３点目は、ページ数でいうと26ページになりますけれども、職員の皆さんの手当、

給与などがあるんですが、（１）総括の部分で、職員数比較すると７名増と読み取れます。

４月に当初予算が始まって、今６月ですけれども、この２か月の間に７名も増えたのかと思

って、そういうふうに読めばいいのかなと思って確認しに行きました。そうしましたら、説

明を聞いたら、余計にこんがらがるような、いろいろここの会計からこうやって異動してと

かというのは、ちょっといろいろ複雑なことがあるということは分かりました。なので、そ

れについては聞きません。ただ、７名増えたってわけじゃないんですよねってことをまず一

つ確認したいのと、もっと重要なのは、皆さん職場で、役場でやっている業務量、仕事量に

対して人数が、人員が過不足なくというか、十分充足しているのかということが一番聞きた

いところでありますので、充足しているかどうかもそうですけれども、きちっと充足してい

ないと思いますので、充足させるために、採用のための努力、また、力を発揮してもらうた

めの労働環境の整備にちゃんと取り組めているかということを、この人事の７名増のからく

りを聞いたときに、そこが一番引っかかった、気になったところですので、新年度を迎えて
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どういう人員体制で２か月ここまで進んできたのかというところも含めてお伺いしたいと思

いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（遠藤和美君） 今回の災害対策利子補給の部分でございますが、こちらにつき

ましては令和６年の１月から３月にかけての大風といいますか、波浪による被害を受けた方

に対する利子補給というところになっております。 

  この暴風被害の部分につきましては、数量、例えばワカメで申しますと、例年のシーズンか

ら見れば半分ほどの数量にはなったものの、単価が高く推移したこともありまして、例年か

ら見れば２割減ほどというところに収まったというところでございます。 

  水産業の現状を申し上げますと、こういう暴風被害だけでなくて、高温の影響などで魚が取

れない部分があったり、あるいはその養殖物への成長が遅れたり、へい死したりということ

が現状見られております。ただ、この直接収入が減少した部分というものに対して、町で単

独で支援をしていくというのはなかなか難しい部分がございますので、今後も引き続き県あ

るいは国などとも、どういう支援ができるのか協議をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（星 喜美男君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（高橋伸彦君） それでは、給付金ということですけれども、減税に関係いたし

ますので、私のほうからお答えいたします。 

  まず、先ほど議員おっしゃった内容で減税額はそのとおりでございます。所得税分について

は、１人当たり３万円。これに減税対象人数、減税対象人数といいますのは、納税義務者本

人と、それから配偶者、あとは扶養の人数ですね。それと、あと個人住民税に関しては、こ

れも同じく所得割に対して１人当たり１万円の減税となります。 

  その調整給付金といいますのは、これも議員おっしゃったとおり、対象となるのは引き切れ

なかった、減税額が引き切れなかった方々に対して給付するものです。例えば納税義務者と、

あと配偶者１人、子供２人、４人いた場合は、四三、十二ですか。所得税分が12万円の減税。

それから、住民税分は４人分で４万円の減税となります。これが例えばその方の所得税が10

万円だったとします。すると10万円の所得に対して12万円の減税ですので、２万円まだ引き

切れますと。住民税の場合、例えば住民税の所得割が３万円だった場合、その方に４万円の

減税行きますので、もう１万円引き切れるということで、合わせて３万円、これが調整給付

金という形で、この方に支給になる、給付になることになります。 
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  以上です。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長（千葉 啓君） 人事の関係で御質問がございました。このページ、26ページの総括

の職員数７につきましては、あくまでこのページに関しましては、一般会計だけの数字とい

うこともございますし、当初の部分というのは、あくまで昨年度、12月現在の数字を基に予

算として４月１日というふうな形の部分でございますので、この４月から２か月の間という

ことではないというふうな部分がございますので、御理解いただければというふうなところ

でございます。 

  業務が充足しているのかというふうなお話もございました。まず、人事の役割といたしまし

ては、行政目的達成のために人員を確保して、必要な人を採用して、その人材を育成すると。

あわせて、職員が働きたくなるような職場環境を整えるというふうな部分が仕事であるとい

うふうに思っているところでございます。 

  ただ、先ほど私、今野議員のほうにもお話ししたように、震災後、定年前で退職する職員と

いうのが非常に多いというふうなところでございます。昨年度採用が15名というふうな説明

をさせていただいたんですけれども、なかなかそれでも増えていかないというのが現状でご

ざいます。今後工夫しながら職員採用を行って、併せて行政改革も推進しながら、業務の質

と量の適正化を図ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（星 喜美男君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（高橋伸彦君） 申し訳ございません。後藤議員の質問、１点答弁漏れございま

した。 

  この調整給付金のこの予算計上した２億8,000万円の根拠ですけれども、これは実際なかな

かどれぐらい給付になるかという見込みがちょっと難しく、住民税の分は町税ですので、あ

る程度把握ができるんですが、この所得税の分に関しましては、なかなかこちらのほうで、

しかも６年度の推計所得といって見込みの所得でもって当初計算するという形になりますの

で、実際積算したのは、数字的には１人当たり最大で４万円とした場合に、人口の単純に６

割で、あまり少なく見積もっていても予算不足になったときを考えて、一応６割ということ

で見まして、7,000人の４万円ということで積算しております。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） しけ被害に関してです。感覚的なことになってしまうんですが、漁師

さんたちって結構豪快な方が、豪放磊落な方が多くて、何か困り事があっても、大丈夫だ大
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丈夫だ、がはははみたいな方もいるなというふうに思っていて、でもきっと心の中では不安

があったり、心配事をかみ殺して笑ってらっしゃるのかなと思うので、そういう方はぜひ守

っていく取組をしていただきたいなと思っております。 

  定額減税についてですが、じゃあ最初から４万円ずつ配ったほうが早いんじゃないのという

のは国の話なので、町民税務課長に言ったってしょうがないんですけれども、調整給付金に

関しては、ちょっと一つ懸念事項があって、あなたというか、その町民の方に、行政側から

調整交付金を給付しますよというお知らせが行くことになっているようですね。そうすると、

町民からすると、ある日突然役場から何万円かもらえますという通知が来る。ただ、それに

対して返信をしなきゃいけない。町民側から。というふうに聞きました。還付金があります

ので連絡をくださいというのは、まさに特殊詐欺のやり口そのものなので、それが役場から

堂々と来ちゃうわけです。そうしないといけないので、今回そこの周知というのはかなり丁

寧にやらないと、便乗するそういう不届き者がいるかもしれませんし、町民の側も、これ何

か詐欺じゃないかと、返信やめようと。だって、振込先の口座番号を書いて返信してくださ

いということになると思うので、誰がそんな教えるかって返信しないとかね。そういうちょ

っと難しさがあるのかなというふうに思っています。 

  １人当たり４万円ですから、例えば極端な例でいうと、10人家族だと40万円になるんですね。

相当な額ですので、ここはかなり丁寧な説明が必要かなと思うので、そのあたりどう取り組

むのかということと、具体的に決まっていないかもしれませんが、大体いつ頃このやり取り

が行われるのか、その時期についても伺いたいというふうに思います。ざっくり7,000人とい

う試算の仕方からしても、大分制度がざっくりざっくりしているんだなというのはよく分か

りますので、そのあたり聞きたいなと思います。 

  それから職員についてですが、15名採用ということですから、非常に年度かけて何度も何度

も採用試験をしてやっているということだと思います。でもなかなか定着しない、どこに原

因があるのかということって非常に難しい問題だと思います。けれども、いつもこの話をす

ると、総務課長が何か今にも口から何かエクトプラズムでも出そうな顔で答弁されるんです

けれども、職場環境ということに関していえば、町長であったり、副町長であったり、その

方々のお気持ち、取り組む姿勢というのも私は大事なのかなと思っているので、この機会で

すからそういう労働環境の整備ということに関して、何か一言あればぜひ伺いたいなと思う

んですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（及川 貢君） まず詐欺、特殊詐欺全般で申し上げますと、昨今の全国、県内

の特殊詐欺の件数、それから金額等を考えれば、そういったところをしっかり注視というか

しながら対策を、給付も当然なんですけれども、そういった部分もしっかり考えていかなけ

ればならないというふうには考えております。 

  これまでも各戸に配布チラシ、それからホームページ等でこの給付金のお知らせをしている

わけですが、その中でできる限りのスペースを割いて、住民の方の目に触れるような形でこ

の対策というか、詐欺ということもあり得るんだよというところはお知らせをしていきたい

と思っております。あと、その制度が今回複雑であるがゆえに、そういった詐欺というとこ

ろが入り込む余地というのが大きくなってくるかなというふうに思いますので、その辺はし

っかり対応していきたいと思います。 

  議員御指摘の町側からの通知であったり、あと申請期限が近づいてくると、こちらから申請

を出されていない方に対して電話等をする機会が増えてきます。そういった部分で、本当に

役場というところを信用してもらえるようなところをしっかり考えて、ちょっとまだそうい

ったところを検討まで詰めていない状況ではありますけれども、そのあたりをしっかりして

いきたいと思っております。 

  給付時期でございますが、大体の想定のスケジュールに関しましては、７月上旬から中旬に

かけて、対象者宛てへ確認書の発送を行いたいと思っております。その後、頂いた確認書等

のシステムへの入力作業などを行いまして、８月上旬から中旬にかけて、第１回目の支給開

始になるのかなというふうなスケジュールで今想定をしているところでございます。 

○議長（星 喜美男君） 三浦副町長。 

○副町長（三浦 浩君） それでは、労働環境の整備ということで、私のほうから答弁させてい

ただきます。 

  まず、何度もこの場でもお話がありましたように、職員数の安定確保ということで、いろい

ろな試みをしながら、職員の確保に努めてまいりたいということが１点であります。 

  また、各市町村で初任給を引き上げるとか、いろいろな手だてがあるようですが、なかなか

そこは当町では難しいのかなと思っておりますので、人事院勧告にのっとった給与体系の整

備というものもしっかりやっていきたいと思います。 

  あとあわせて、休暇ですとか、そういった待遇でも現在夏休みが去年までですと、７、８、

９月で３日間というような状況でありました。今年度はその期間だけがちょっと６月から10

月、５か月の間に３日取れるというような状況になっております。この３日につきましても、
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各市町村によって、４日、５日というような市町村もありますので、そういった条件もちょ

っと検討していきたいなと思っております。様々な面でそういったことを充足させていけれ

ばと思います。 

  また、あわせまして、現状の職員の体制で適正な事務が行えるように、例えば課の統廃合で

あるとか、係の縮小であるとか、現状の人数に即して、また、業務に支障がないような、そ

ういった行革という面でも進めていければというふうに思っております。 

○議長（星 喜美男君） 暫時休憩をいたします。再開は11時20分といたします。 

     午前１１時０３分  休憩 

                                            

     午前１１時１９分  再開 

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  後藤伸太郎君の質疑を続行します。後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） じゃあ３回目ということになるんでしょうか。定額減税につきまして

は、これどちらかというと急いで給付して、早く助けてほしいという気持ちも町民の中にあ

るかもしれませんが、それよりも大分複雑な制度ですし、間違いがないように、多少時間が

かかってでも進めていくべきかなと。その返信を待つ間の期間とかも、私は結構緩く、長め

に取って丁寧に、ここはスピード感よりも正確さを求めたほうが私はいいのかなと思います

ので、なお注意して進めていっていただければなというふうに思いました。こういう場を通

じてでも、町民の皆さんにもこういう制度があって、それでどうも本当に詐欺じゃなくて、

本当に還付しますよというお知らせ来るらしいということは伝えていきたいなとも思います

し、何か相談があったときには窓口はここですよとお伝えしたいなと思いますので、町民税

務課と保健福祉課と、給付は保健福祉ということになると思うんですが、税に関することで

すので町民税務課、１階の分かりやすい窓口ありますので、ぜひそこで対応していただけれ

ばなというふうに思いました。 

  人事に関してですけれども、昨今、行政の皆さんもそうですし、あらゆる業種の中で、コン

プライアンスみたいなものが厳しいですよと、世間の風当たりであったり、見る目が厳しく

て、なかなかこう思い切った行動、施策、対応というのができかねる状態なのかなというふ

うには思います。皆さんもその抱えている業務量も多くて、日々それをこなしていくという

ことに追われてしまうかと思いますが、ぜひ、なぜ行政職員になったのかということを思い

出すタイミングも必要かなと思っておりまして、きっと誰かの役に立ちたい、今新しく入る
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方なんかは、震災があって、あのときたくさんの人に助けられた、それの恩返しをしたいと

いう方だっているんじゃないかなと思いますので、萎縮してしまう気持ちも分かりますが、

今副町長が労働環境の改善にしっかり取り組んでいくんだと、前向きに答弁をいただきまし

た。何かあったら、きっと責任を取ってくれるんだと思いますから、思い切って仕事に邁進

していってほしいなというふうなのは私の願い、希望ではありますけれども、何かありまし

たらお答えいただければと思いますが、それをお伝えしたいというふうに思います。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（及川 貢君） 給付事務に関しては、議員おっしゃるとおり、正確性という観

点から、そこはしっかり対応していきたいと思っております。今回給付に関しては保健福祉

課ということになっておりますが、この定額減税の仕組み上、町民税務課と連携を取って、

給付事務に当たっても町民税務課の協力もいただきながら、２課で連携をして対応してまい

りたいと考えております。 

  それから、申請期限が、実は今国から示されているのは10月末までを申請期限として、年内

で支給を完了させて、年明けに実績報告を出してほしいという、現時点での国の通達の内容

でございますので、今の中ではそのスケジュールに沿った形で進めていきたいと思います。

申請期限までなかなか申請がないような方については、先ほど申し上げましたように、電話

等で督促というか、促して、申請のほうに誘導する形で対応してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（星 喜美男君） 三浦副町長。 

○副町長（三浦 浩君） 職場環境の整備並びに適正な事務執行につきましては、今後も意を用

いてまいりたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 三浦清人君。 

○11番（三浦清人君） 13ページになりますか、この移住支援金という観点から質問させていた

だきたいと思います。 

  一般質問で町長の答弁の中にもありましたように、我が町の労働力、なかなか日本人といい

ますか、地元の方々の労働力が足りないということで、外国からの技能実習生制度の活用と

いうことでおいでをいただいておると。現在170人から80人ぐらいの外国人の方々が移住とい

いますかね、住所を持ってきて、持ってきてというか、この南三陸町に住所を置いて働いて

もらっているというのが現状のようであります。 

  この制度も毎年改正というか、昨今では当初は３年、それが５年とか、今は10年までという
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ことで認められているというような状況です。しかしながら、なかなかそこまで働いてもら

うという期間が保てないといいますか、いないといいますか、３年で変わってしまうという

のが実情なようです。その原因は何かということになりますが、賃金の問題もあるでしょう

し、外国人の方々から技能実習生、残業する会社はいい会社だと。要するに残業手当は支給

される、もう働きに来てますから、残業のない会社にはいたくないというそういう思いがあ

るそうです。全く日本人とは逆なんですね。日本人は残業のないところを探しに行ったけれ

ども。３年でいなくなるということで、それを５年なり６年、できれば10年ということをど

うすればいいのかなということで、事業主さんたちが頭を悩めているというのが実情のよう

であります。 

  話を聞きますと、今私の知る来ている外国人、３か国か４か国だと思うんですがね。中国か

らおいでいただいている方々は、町県民税は免除されていると。ほかの国の方々はきちんと

取られているというような、これは国際的なルールといいますか、取決めといいますか、そ

ういうのもあって、簡単に町民税務課長何とかしろと言ったってこれ無理な話なんですけれ

どもね。ただ、その以外で町ができる支援というものはないものかどうかということを今質

問するわけですので、その辺の考えがもしあるならばお聞かせいただきたいというふうに思

います。 

  それから、教育費になりますけれども、この補正予算のところを見ていたんですが、計上に

なっていないので、どうなのかなということでおったんですが、一般質問の中で休日のクラ

ブ活動、部活ですね、学校の。地域移行という質問がされまして、教育長も今県の人材バン

ク等々で検討しているというような話でありました。来年までが一応目標に地域移行、国の

ほうからの通達といいますかね、おるようですけれども、本当に国はね、国の悪口語るわけ

でないんだが、東京に住んでいる方々が霞が関で鉛筆をなめてね、法を整備してですよ。そ

うして下ろしてよこすわけ。その現状を知らない方々が、東京で住んでいる方が、地方の実

態を分からない方々が法を整備して下ろしてよこす。下ろすほうは簡単、下ろされるほうが

大変。もう少し国のほうでも考えながら法整備をしてもらいたいなというふうに思いますが、

そこで、なかなか難しいようです。この地域移行。どこの市町村長も大変頭を痛めているそ

うです。現実的でないですから。でも時給5,000円ぐらいでお支払いしますよということにな

れば、これはもう働く方もいるんでしょうけれども、休みのときに働かせる、働いてもらう

という、それも半分ボランティアだというんだから、誰もいないわけですよね。少しそこで

教育長ね、一つなかなか実態を、県の教育長会議あると思うんです。そこで、これ全国の教
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育長会議さ意見を上げてやって、意見書を文科省に提出したほうがいいと思うんです。その

辺の考えいかがでしょうかというのが質問であります。 

議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 賃金等については、それぞれの企業の賃金レベルがありますので、それ

について町からとやかくということはなかなか言えない問題だと思います。ただ、一つ地域

の方々というか、企業経営者の方々がいろいろ努力していただいているのは、地域にどう受

け入れてもらっているかということの、そういう取組みたいなのはしていただいておりまし

て、例えば産業フェア等のイベントについては、それぞれのお国の料理を提供したりとか、

その機会に地域の方々と交流をするとか、あるいはスポーツフェスティバルをやって、そこ

の中で地域の方々と一緒に交流するとか、そういう地域の方々と、いわゆる親しくなる機会、

そういうものをつくっていただいておりますので、そういうのはもう町としてもバックアッ

プをしておりますので、そういうことを現状としてはお手伝いをさせていただいております

が、それ以外の部分についてもし何かあれば、その辺いろいろ検討もさせていただきたいと

いうふうに思います。 

  今お話しのように、なかなか地元で定着ということについては大変厳しいものがございます

ので、先ほど言いましたように、今度国レベルになっていまして、非常に御承知だと思いま

すが、韓国も労働力が全く不足してきているということで、韓国が今度は外国人労働者の

方々を積極的に今度は受け入れるという方針転換しましたので、そういった各国がそういう

動きをしているということと、それから、ある意味東南アジアの方々が、いわゆる給料稼ぎ

に、仕事を稼ぎに行くわけですから、そうすると実入りのいいところにどうしても行ってし

まう。そうしますと、一番多いのがオーストラリアとか台湾とか、そういうところに稼ぎに

仕事に行くということになっています。そういう国際的な労働力の奪い合いというのがどん

どん続いてきているということになりますので、日本も本当に本腰を入れて、本当に労働力

をどう確保するかということについては、しっかり対応していかないと厳しい時代、今もそ

うですが、厳しい時代になっていくんだろうなというふうに思っております。 

○議長（星 喜美男君） 齊藤教育長。 

○教育長（齊藤 明君） 議員のお考えのとおりというか、そのとおりだと思っております。こ

ういった地域の実態からすると、ちょっとなかなか難しい施策が下りてきているというとこ

ろは事実だと思っております。 

  教育長の会議ということで、町村の教育長会議だとか、市町村の教育長会議等がありますが、
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その中で様々な要望というのを国のほうにも出しておりまして、その中に学力向上であった

り、生徒指導、さらにはＩＣＴの設備の環境整備などを行っていますが、その中に今度部活

動の休日移行について、なお一層のこの財政の支援であったり、人材的な支援について、さ

らにお願いいたしますというのは、県のほうにもこの会としてやっておりますので、なお一

層会議のたびにこの点について、南三陸町としての困り感についてお伝えをして、その困り

感が解消されて、子供たちにとっても先生方にとっても非常に運動しやすい、活動しやすい

部活動となるように努めてまいりたいと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 三浦清人君。 

○11番（三浦清人君） 賃金もそうでありますし、この円安の為替の関係もかなり影響している

という話も聞きますので、これはなかなかここの町で議論しても難しい話でありますが、で

きる限りおいでをいただいている外国人の方々が気持ちよく仕事に従事できるような、行政

としての支援をお願いしたいというふうに思います。 

  それから教育長さんには、ぜひ県、全国の教育長会議に意見書を取りまとめて、文科省のほ

うに申出をしていただきたいと思いますが、文科省とすれば、今度はどんなことをやって人

がいないのかという、何といいますかね、何もしないで、ただいないでは駄目ですよという

話が来ると思うんですよね。ですから、一応町としての形といいますかね、取るのかなとは

思ってはいたんです。だから、今度の補正、幾らかその件に関しての予算が出てくるのかな

と思ったのでね。なかったから改めて質問しているんですがね。ひとつ頑張ってね。 

  先ほど言いましたように、大都会であれば学生さんがいっぱいいるわけですよ。そうすると

アルバイトにやられる方も出てくる。しかし残念ながら、この地域ではそういう方々がいな

いもので、実際に働いている方々がそこに行くというような形になりますのでね。ひとつ教

育長さん、頑張ってね。厳しくでいいから、意見書。よく現状を見ろと。これ国際的に放送

されていますから。どうぞ、文科省の方々見てください、聞いてください。私の言っている

ことね。そういうことです。終わります。 

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。（「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第10号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありません

か。 
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     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１２ 議案第１１号 令和６年度南三陸町国民健康保険特別会計補正予算（第 

                  １号） 

○議長（星 喜美男君） 日程第12、議案第11号令和６年度南三陸町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第11号令和６年度南三陸町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）の概要について御説明申し上げます。 

  今補正につきましては、歳入においては国庫支出金及び繰入金を、また歳出においては一般

管理費を計上したものであります。 

  細部につきましては担当課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議の上、御決定賜

りますようお願いを申し上げます。 

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。町民税務課長。 

○町民税務課長（高橋伸彦君） それでは、議案第11号令和６年度南三陸町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）について細部説明させていただきます。 

  補正予算書31ページをお開き願います。 

  今補正予算は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ501万2,000円を追加し、歳入歳出それぞれの

総額を20億6,301万2,000円とするものであります。 

  詳細につきましては事項別明細書で説明させていただきますので、37ページをお開き願いま

す。 

  まず、歳入です。 

  ３款１項１目制度関係事業費補助金は、マイナンバーカードと被保険者証の一体化に向けた

システム改修に係る国庫補助金分の補正であります。 

  次に、６款１項１目一般会計繰入金は、オンライン資格確認システムに係る負担金の増に伴

い繰入れを行うものです。 

  続いて次ページ、38ページ、歳出になります。 

  １款１項１目一般管理費の12節委託料は、ただいま歳入で御説明いたしましたマイナンバー

カードと被保険者証の一体化に向けたシステム改修費用でありまして、内容につきましては、
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現行の被保険者証、これが本年12月で廃止になることに伴いまして、新たに資格確認書を交

付することとなるために、それに対応するための改修経費であります。 

  18節負担金補助及び交付金は、オンライン資格確認システムに係る負担金の増額分を補正す

るものであります。 

  以上で細部説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

  質疑は歳入歳出一括で行います。 

  なお、質疑に際しては、ページ数をお示しの上、簡潔に行ってください。（「なし」の声あ

り） 

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第11号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１３ 発議第１号 地方自治法第１８０条第１項の規定による町長の専決処分 

                 指定事項の一部改正について 

○議長（星 喜美男君） 日程第13、発議第１号地方自治法第180条第１項の規定による町長の

専決処分指定事項の一部改正についてを議題といたします。 

  職員に議案を朗読させます。局長。 

○事務局長（佐藤正文君） それでは、議員提出議案のほうの１ページを御覧いただきたいと思

います。 

  発議第１号、令和６年５月28日、南三陸町議会議長星喜美男様。 

  提出者、南三陸町議会議員菅原辰雄。賛成者、同上佐藤正明、同上村岡賢一、同上後藤伸太

郎。 

  地方自治法第180条第１項の規定により、町長の専決処分指定事項の一部改正について、上

記の議案を、別紙のとおり南三陸町議会会議規則（平成17年南三陸町議会規則第１号）第11

条第１項及び第２項の規定により提出します。 
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  ２ページをお開きください。 

  地方自治法第180条第１項の規定による町長の専決処分指定事項の一部改正。 

  地方自治法第180条第１項の規定による町長の専決処分指定事項（令和３年３月９日議決）

の一部を次のように改正する。 

  前文中「地方自治法（昭和22年法律第67号）」を「地方自治法（昭和22年法律第67号。以下

「法」という。）に改める。 

  第３項の次に次の３項を加える。 

  ４、解散及び欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正を行うこと。 

  ５、法第96条第１項第５号及び南三陸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（平成17年南三陸町条例第52号）第３条の規定により議会の議決を経て締結さ

れた財産の取得（動産の取得に限る。）に係る契約について、契約金額の５％以内の範囲内

で増減させ、当該財産を取得すること（数量に変更が及ぶ場合を除く。）。 

  ６、法第252条の７第１項、法第284条第２項及び同条第３項の規定により共同設置若しくは

組織又は構成する機関等について、構成している地方公共団体の数の増減若しくは事務の変

更又は規約の変更に関すること。 

  以上、朗読を終わります。 

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 提案理由。地方自治法第180条第１項の規定に基づく議会の委任による

専決処分について、指定事項を追加するためでありますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。(「な

し」の声あり) 

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。(「なし」の声あり) 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより発議第１号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１４ 議員派遣について 



 ２３６ 

○議長（星 喜美男君） 日程第 14、議員派遣についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。議員派遣については、お手元に配付したとおり派遣することにしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣については、お手元に配付し

たとおり派遣することに決定いたしました。 

  以上で本日の日程は全て終了いたしました。これをもちまして令和６年度南三陸町議会６月

会議を終了いたします。町長より挨拶がありましたら。佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、６月会議の終了に当たりまして、一言御礼を申し上げたいと

思います。６月会議に提案させていただきました全議案、議員の皆さん方の慎重な御審議の

下に御認定を賜りましたこと、厚く御礼を申し上げたいと思います。 

  冒頭の行政報告でちょっとお話をさせていただきましたが、能登半島の被災の４市４町に義

援金と、それからお見舞金を届けてまいりました。つい先日、２回目の石川県に行ってまい

りました。風景がほとんど変わっていないという状況でございまして、大変被災された皆さ

ん方には、大変御苦労なさっているなというふうに思ってまいりました。 

  もう一つすごく感じたのは、南三陸町は東日本大震災の際に、大変多くのボランティアの皆

さんにお入りをいただきましたが、もうほぼほぼボランティアの方々がいらっしゃらないと

いうことですので、本当に大変な状況だなというふうに思っております。少しでも、これか

らも季節もよくなってまいりますので、多くのボランティアの皆さんにお入りをいただきた

いなというふうに思います。 

  ４月３日の日に台湾の東部沖地震がございまして、町民の皆さん方に募金のお願いをさせて

いただいておりました。町としてお届けするお見舞金について100万円ということで決めてお

りますが、いろいろ行政区長さんを中心にして、町民の各世帯から募金活動いただいて、今

取りまとめ中でございますが、その区長さん方中心にしたほかにも、企業、あるいは団体、

個人の方々からも義援金が届いておりまして、総額約300万円を今超すというところまで来て

おりまして、南三陸町の町からの分を合わせると400万円を超えるという状況でございます。

改めて町民の皆様方に厚く御礼を申し上げたいというふうに思っております。 

  今月の17日の日に東京にあります台北駐日経済文化代表処、いわゆる大使館でありますが、

そちらのほうに私直接出向いてお渡しをさせていただいて、南三陸町の思いをお届けさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 



 ２３７ 

  あとはないんだね、何もね。以上で終わります。 

○議長（星 喜美男君） 私からも一言挨拶を申し上げます。 

  ４日間にわたっての６月会議、大変御苦労さまでございました。今回の議会で、一般質問の

在り方というものは大変浮き彫りになったものだろうと感じております。 

  議員必携には、一般質問は大所高所からの政策を建設的立場で議論をすべきであること、ま

た、能率的な会議運営が必要なことを十分理解して、簡明で内容のある次元の高い質問を展

開するべきだとあります。質問内容が単なる事務的な見解をただすにすぎないもの、また、

制度の内容の説明を求めるもの、そして、議案審議の段階でただせるものなど、一般質問と

しては適当でないとしております。 

  回数を多く一般質問を行ったからよいといいますか、じゃなくて、内容がどうだったかとい

うことが非常に重要であろうと思います。また、華と言われております一般質問は、華と言

われるものの、内容が伴って初めて華となるものだろうと思っておりますので、もう一度皆

さん原点に帰られまして、しっかりと一般質問にしっかりとした認識を持って、一般質問に

取り組んでいただきたいと、そのように思います。大変御苦労さまでございました。 

  これをもちまして、令和６年度南三陸町議会６月会議を終了いたします。 

  これにて散会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

     午前１１時４８分  散会 

                                            

  この会議録は、事務局長佐藤正文が記載したものであるが、その内容が正確であることを証

するため、ここに署名する。 
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